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4月3日から「木造住宅耐震改修助成金」の受け付けを開始します　　　 　　　　昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅を、対

お知らせお知らせ
４月３日から始まります

固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧
　２０１７年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された土地・家屋価格等
縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するも
のです。

　また、課税台帳の閲覧制度とは、納
税義務者の方が、固定資産税台帳の
うち、自己の資産に対する課税内容
を具体的に確認するためのものです。
○縦覧、閲覧ができる方
①納税義務者、その同居の親族及び
納税管理人（同居でも別世帯の方は、
委任状が必要）
②代理人（納税者の方が自署、捺印
〔法人の場合は、代表者印を押印〕し
た委任状または代理人選任届をお持
ちの方）
○本人確認書類が必要です
　書類の種類に応じ、次に示す１点
または２点の書類をお持ち下さい。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン
バーカード〔個人番号カード〕等）

②上記の書類がない場合は、次の書
類
※組み合わせは、（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で各１点ずつです。
（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）
（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧期間４月３日㈪～５月３１日㈬の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
閲覧期間４月３日㈪～５月３１日㈬の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります。
問資産税課☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方への課税（補
充）台帳の閲覧申請】
　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利
（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧申請がで
きます。
○必要な書類
　本人の身分を確認できる書類（運
転免許証等）と権利を有する資産を
特定するための書類（賃貸借契約書、
賃借権の権利者が記載されている登
記全部事項証明書等）をお持ち下さ
い。
　また、代理人に依頼する場合は、権
利者の方が自署・捺印（法人の場合
は、代表者印を押印）した委任状また
は代理人選任届が必要です。
閲覧期間４月３日㈪からの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝休日
を除く）
※４月中は混雑しますので、時間に
余裕をもって申請して下さい。
場市民税課諸税証明係（市庁舎２階）
費１件３００円
問市民税課諸税証明係☎７２４・２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者は、４月１
日から納税通知書を受け取った日以
後３か月以内に、文書をもって固定
資産評価委員会に審査の申し出がで
きます。
　ただし、２０１７年度は基準年度
（２０１５年度）でないため、地目の変
換、形質変更、家屋の増築などの事情
により価格が変わった場合や土地価
格の下落修正があった場合のみ審査
の申し出ができます。
問法制課☎７２４・２５０６
町田市地域子ども教室

助 成 事 業 説 明 会
　市では、放課後または学校休業日
に小学校や公共施設等を活用して、
子どもたちの安全・安心な居場所を
設け、スポーツ・文化活動等の体験活
動や地域住民との交流活動等を行っ
ている団体を助成します。
※直接会場へおいで下さい。
対地域活動団体
日４月５日㈬午後２時３０分から
場市庁舎２階会議室２－５
問児童青少年課☎７２４・４０９７
大地沢青少年センター

１０月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申４月１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※１０月３日、１０日、１１日、１７日、２４
日、３１日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

１０月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申４月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※１０月４日、５日、１０日、１１日は利用
できません。

やさしさが　走るこの街　この道路
はし まち どう　 ろ

春の全国交通安全運動が始まります春の全国交通安全運動が始まります４月６日
～15日

　１人あたりの医療費の増加や加
入者の高齢化等により、国民健康
保険事業が厳しい財政状況にある
ことから、国民健康保険税（国保
税）の税率を改定しました。
　併せて、地方税法改正による所
得の低い世帯への軽減措置の拡充
も行います。

【国保税の計算方法】
　国保税は、医療分、後期高齢者支
援金分、介護分の合計で計算され
ます（表１）。それぞれに定められ
た課税限度額を超えた場合、年税
額は課税限度額の金額となりま
す。

　医療分は、国保被保険者の医療
費の支払いに充てられ、後期高齢
者支援金分は、後期高齢者医療制
度への運営支援に充てられます。
介護分は、４０～６４歳の方に対す
る介護保険料の負担分です。

【国保税の軽減】
　所得の低い世帯の方は、同一世
帯内の所得額や被保険者数などに
応じて、国保税の均等割額・平等割
額が軽減されます（表２）。

【今後の予定】
　７月上旬に納税通知書をお送り
します。具体的な年税額が記載さ
れていますので、ご確認下さい。

表１　２０１７年度からの新しい国保税率（額）
区　分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分（４０～６４歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
所得割額

（所得に対し） ４．７４％ ５．１７％ １．６２％ １．７６％ １．４９％ １．５５％

※所得割額は、加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた
額に税率をかけて計算します／均等割額、平等割額、課税限度額は変更ありません。
表２　２０１７年度　国保税の平等割額・均等割額軽減表
区　分 年　度 軽減判定基準
７割軽減 ２０１７年度 ３３万円以下（変更無し）

５割軽減 ２０１７年度 ３３万円＋（２７万円×国保加入者数）以下
２０１６年度 ３３万円＋（２６万５０００円×国保加入者数）以下

２割軽減 ２０１７年度 ３３万円＋（４９万円×国保加入者数）以下
２０１６年度 ３３万円＋（４８万円×国保加入者数）以下

※特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続
して同一の世帯に属する方）がいる場合は、その人数も軽減判定基準に算入します／
１９５２年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受給者の方は、公的年金から１５万
円を限度に控除があります。
国保税の計算例（年額）
【ケース１】年金収入のみの方の世帯（６５歳以上の夫婦２人世帯で、夫のみの年金収入

で計算）

年金収入 年金所得 国保税 軽　減改定前 改定後
１５３万円 ３３万円 ２万３７００円 ２万３７００円 ７割
１６８万円 ４８万円 ３万３２００円 ３万４０００円 ７割
２２１万円 １０１万円 ８万２７００円 ８万６５００円 ５割
２６４万円 １４４万円 １３万３７００円 １４万円 ２割
３５０万円 ２２５万円 ２０万１１００円 ２１万１９００円 ―
４５０万円 ３０４万円 ２５万１３００円 ２６万６７００円 ―

※妻の年金収入が１２０万円までは、ケース１の国保税です／収入は目安です。
【ケース２】給与収入のみの方の世帯（４０歳代の夫婦２人・子ども２人の４人世帯で、夫

のみの給与収入で計算）

給与収入 給与所得 国保税 軽　減改定前 改定後
２２４万円 １３９万円 １６万７０００円 １７万３８００円 ５割
３４７万円 ２２５万円 ２８万５１００円 ２９万７０００円 ２割
４５０万円 ３０６万円 ３８万２２００円 ３９万９４００円 ―
５５０万円 ３８６万円 ４４万４９００円 ４６万７３００円 ―
６５０万円 ４６６万円 ５０万７８００円 ５３万５１００円 ―
７５０万円 ５５５万円 ５７万７６００円 ６１万５００円 ―

※妻の給与収入が６５万円までは、ケース２の国保税です／収入は目安です。

●運動の基本
【子どもと高齢者の交通事故防止～
事故にあわない、おこさない】
・�ドライバーは歩行者や自転車に注
意し安全運転を心がけましょう。
・�信号が青でも、右左の安全を確か
めましょう。

●運動の重点
１　歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止（特に、自転車安全利用五則の
周知徹底）
　交差点ではドライバーとアイコン
タクトをとりましょう。
２　後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシートの
正しい着用の徹底

　交通事故の際に車外放出や同乗者
に衝突するなどの危険性がありま
す。
３　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は本人だけでなく、酒類
の提供者や車両の同乗者等も厳しく
罰せられます。
４　二輪車の交通事故防止
　交差点を右折するドライバーは、
対向車線を直進する二輪車に気づか
ない場合があるため、優先意識を持
たず、しっかりと安全確認をしまし
ょう。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０

国民健康保険税の税率を改定しました
問保険年金課☎７２４・２１２４


